
保育所等申込取下・内定辞退届 
 

令和    年   月   日  

 

桶 川 市 長 

住  所 

保護者 氏  名 

電話番号 

 次のとおり、 

□ 申込みを取下げます。 

□ 令和   年   月入所の内定を辞退し、申込みを取下げます。 

□ 令和   年   月入所の内定を辞退し、申込みは継続します。 

 

ふりがな 

児童氏名 

 

生年月日 
年  月  日 

（   歳児クラス）  

理 由 

□ 内定した施設が第１希望ではなかったため。 

□ 現在入所している施設へ通うため。 

□ 転出のため。 

（転出先住所：                  ） 

（転出予定日：     年   月   日    ） 

□ 家庭保育が可能となったため。 

□ その他（                     ） 

確認事項 

取下げの場合 

□届出日以降の利用調整（選考）及び利用調整結果通知の発行は行いま

せん。 

□提出済の書類（就労証明書等含む）は無効になり、返却は出来ません。

同年度中に再度保育所等の利用を希望する場合は、改めて申込書類一

式の再提出が必要です。 

 

辞退の場合 

内定施設：（               ） 

□内定後に自己都合で辞退された場合、その年度内は指数が減点されるた

め、その後の選考に影響があります。また、利用ができない旨の通知（利

用不可の利用調整結果通知）は発行出来ません。 

 
 


